
                                                                                                                             

施設基準 

基本診療料にかかる事項 

◆療養病棟入院基本料 1 

  5 階病棟では、1 日に 7 人以上の看護職員（看護師・准看護師）と 7 人以上の看護補助者が勤務しています。 

なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

  8：30～17：00 看護職員 1 人当たりの受持患者数が 9 人以内、看護補助者 1 人当たりの受持患者数は 9 人以内

です。 

   17：00～8：30   看護職員 1 人当たりの受持患者数は 42 人以内、看護補助者 1 人当たりの受持患者数は 42 人以

内です。 

 

    4 階病棟では、1 日に 8 人以上の看護職員（看護師・准看護師）と 8 人以上の看護補助者が勤務しています。 

なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

  8：30～17：00 看護職員 1 人当たりの受持患者数が 9 人以内、看護補助者 1 人当たりの受持患者数は 9 人以内

です。 

17：00～8：30   看護職員 1 人当たりの受持患者数は 49 人以内、看護補助者 1 人当たりの受持患者数は 49 人以

内です。 

 

3 階病棟では、1 日に 8 人以上の看護職員（看護師・准看護師）と 8 人以上の看護補助者が勤務しています。 

なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

  8：30～17：00 看護職員 1 人当たりの受持患者数が 9 人以内、看護補助者 1 人当たりの受持患者数は 9 人以内

です。 

17：00～8：30   看護職員 1 人当たりの受持患者数は 50 人以内、看護補助者 1 人当たりの受持患者数は 50 人以

内です。 

 

2 階病棟では、1 日に 9 人以上の看護職員（看護師・准看護師）と 3 人以上の看護補助者が勤務しています。 

なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

  8：30～17：00 看護職員 1 人当たりの受持患者数が 8 人以内、看護補助者 1 人当たりの受持患者数は 14 人以内

です。 

17：00～8：30   看護職員 1 人当たりの受持患者数は 20 人以内です。 

 

・療養病棟療養環境加算 1 

・褥瘡対策加算 1 

・データ提出加算 1/データ提出加算 3 

・診療録管理体制加算 3 

 

 

 

 



入院診療計画書、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、

意思決定支援及び身体拘束最小化について 

当院では、入院の際に医師を初めとする関係職員が協同して、患者様に関する診療計画を策定し、7 日以内に文書

によりお渡しております。また、厚生労働大臣の定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理

体制、意思決定支援及び身体拘束最小化の基準をみたしております。 

 

 

特掲診療料にかかる事項 

・運動器リハビリテーション料（Ⅰ） 

・CT 撮影および MRI 撮影 

・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術（令和 7 年度算定実績 0 件） 

・外来・在宅ベースアップ評価料 

・入院ベースアップ評価料 

・在宅時医学総合管理料及び施設入居時医学総合管理料 

・別紙 1 の「第 14 の 2」の 1 に（3）に規定する在宅療養支援病院 

・がん治療連携指導料 

・医科点数表第 2 章第 10 部手術の通則の 16 に掲げる手術（令和 7 年度算定実績０件） 

 

入院時食事療養・入院時生活療養等届出書 

・入院時食事療養/生活療養（1） 

  入院時食事療養/入院時生活療養（1）の届出を行っており、管理栄養士による管理の下に患者様の病状に応じて

食事を提供すると共に、適時（夕食については午後 6 時以降）、適温で提供しております。 

 

その他の費用に関する事項 

当院では、保険診療に含まれる衛生材料や保健医療材料等、治療（看護）行為及びそれに綿密に関連した「サービ

ス」や「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」などの曖昧な名目での費用の徴収はおこなっておりません。 

 

一般名での処方について 

 当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。そ

の中で、当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく薬剤の成分をもとにした一般名処方を行

う場合があります。一般名処方とは、薬の薬品名ではなくお薬の有効成分を処方箋に記載することです。一般名処方

によって特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。一般名処方に

ついて、ご不明な点などがありましたらご相談ください。 

 

 

 



「個別の診療報酬費の算定項目の分かる明細書」の発行について 

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診

療報酬の算定項目の分かる明細書を無料発行することと致しました。 

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料発行することと致しました。 

なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、

ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口

にその旨お申し出ください。 

 

⾧期収載品の処方等又は調剤に関する事項 

 当院では、後発医薬品（ジェネリック医薬品）があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料

金をお支払いいただきます。後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。 

 

敷地内禁煙について 

 当院では、患者様ご自身の健康と、周囲の方への受動喫煙の防止、火災予防ならびに院内環境整備の一環の観点

より敷地内禁煙といたしております。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

病室について 

 当院では、1 人部屋 5 室、2 人部屋 1 室、3 人部屋 6 室、4 人部屋 39 室となっております。なお、1 人部屋 5 室の

うち 3 室は特別室（2 階旧館特 1 号室・3 階新館特 1 号室・3 階新館特 2 号室）となっており、ユニットバス・トイ

レ・応接セット・冷蔵庫・テレビ・ロッカーが設備されています。ご利用の場合は別途申し込みが必要です。特室の

利用料は 1 日 5,500 円（消費税込）となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



保険外負担金一覧 

ク リ ー ニ ン グ 代 

下着 ７７円 長着・ジャンバー ２２０円 
タオルケット・マッ

ト 
２２０円 

バスタオル １１０円 オムツカバー １６５円 靴下・タオル ５５円 

パジャマ上下各 １１０円         

私      費 

歯ブラシ １１０円 楽のみ ５５０円 
ウエット 

ティッシュ 
２２０円 

歯みがきチューブ ２２０円 コップ １１０円 イヤホン １５０円 

歯みがき 

チューブセット 
４４０円 マスク ３３０円 尿器 ９９０円 

ティッシュ１箱 １６５円 
ティッシュ 

５箱セット 
６６０円 

汚れガード 

おしり拭き 
３８５円 

浴衣（死亡時） ３,３００円 
テレビ視聴代 

（1 日） 
２７５円 使い捨てエプロン ４００円 

オ ム ツ 類 

リハビリパンツ 

 （S28 枚、M26 枚、L24 枚、LL22 枚） 
２,４５０円 尿とりパッド（48 枚）               １,５１８円 

ウルトラパッド（42 枚） ３,０９８円  コンディションパッド（42 枚） ３,６３０円 

ワイド吸収シート（54 枚） ３,０３６円 レギュラー吸収シート（72枚） ２,０５７円 

フラットテープ S（25 枚） ２,３４１円 フラットテープ M（25 枚） ２,５８２円 

フラットテープ L（25 枚） ３,０３４円 コンディションエクストラ（36 枚） ３,７３０円 

破   損   代  ※ 下記の物は病院がリースしており、記載の料金はリース会社に支払うものです 

マット ３８,５００円 敷布団 １１,０００円 枕 ３,３００円 

包布 ２,２００円 横シーツ １,１００円 病衣 ３,３００円 

シーツ １,６５０円 ビニールシーツ ２,２００円 枕カバー ５５０円 

マットカバー ５,５００円 布オムツ ５５０円 オムツカバー １,６５０円 

掛け布団 ７,７００円 毛布 ７,７００円     

特 室 料 霊安室使用料   

１日 ５,５００円 １日 １１,０００円     令和 8 年 5 月１日改訂 

 



 



清水病院は保険医療機関です。健康保険法の規定に よる 療養に要する費用の額の算定方法に基づ

き、下記の届け出を行っており ます。 

●療養病棟入院基本料 1(181 床)   ( 療 養 入 院 ) 第 1 1 号  

 看護職員及び看護補助者の配置については病棟に掲示しています。 

●療養病棟療養環境加算 1  ( 療 養 1 ) 第 5 2 号  

 長期にわたる療養を行うにつき、十分な構造設備を 有して います。 

●運動器リハビリテーション料(Ⅰ)   ( 運 Ⅰ ) 第 2 1 5 号  

 運動器疾患の 患者様に対して理学療法士による リハビリテーションを 行います 

●CT 撮影および MRI 撮影(CT )   ( C ・ M ) 第 2 0 8 号  

 1 6 列及び 6 4 列の マルチスライ ス CT による単純 CT 撮影を 行います。1 . 5 ステラの MR I により撮

影を行います。 

●ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術  ( ペ ) 第 5 4 号  

 ペー スメー カー移植術に関して、10 年以上の 経験を有する 医師により 行います。 

 前年実績(令和 7 年 1 月～令和 7 年 12 月)  0 例 

●入院時食事療養( I ) /入院時生活療養( I )   ( 食 ) 第 1 7 8 号  

 入 院 時 食 事 療 養 ( I ) / 入 院 時 生 活 療 養 ( I )の 届 出 を 行 って お り 、管理 栄 養 士 又は 栄 養 士 によ っ て 管 理

された食事を 適時(夕食については 午後 6 時以降)適温で 提供しています。 

●在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 

( 在 医 総 管 ) 第 3 8 2 号  

 在宅療養計画に基づき継続して訪問診療を行い 、在宅での 療養の推進を図り ます。 

●別紙 1 の「第 14 の 2」の 1 の(3 )に規定する在宅療養支援病院  ( 支 援 病 3 ) 第 2 号  

 在 宅療 養を行 っている 患者様 に対 して 、 2 4 時 間直 接連 絡を受ける 体 制を整 え 、往診及び訪 問看 護

も 2 4 時間可能な体制をとっております。 

●がん治療連携指導料  ( が ん 指 ) 第 2 5 5 号  

 が ん 診 療 連 携 拠 点 病 院 等 に よ り 策 定 され た 地 域 連 携 診 療 計 画 に 沿 っ た 、 が ん 治 療 に 関 わ る 連 携 を

行い、がん患者様に対して地域における 切れ目の ない医療を提供します。 

●医科点数表第 2 章第 10 部手術の通則の 16 に掲げる手術  ( 胃 瘻 造 ) 第 1 号  

 医科点数表第 2 章第 10 部手術の 通則の 16 に掲げる 手術である、胃瘻造設術を行います。前年の

実績が 0 例のため、所定点数にて算定を行います。 

●診療録管理体制加算 3   ( 診 療 録 2 ) 第 1 2 8 号  

 患者様の診療情報を保管、管理する、中央病歴管理室が設置されており 、 ICD 大分類以上の疾病分

類及び退院時要約を作成しております。必要な診療情報は患者様へ提供します。 

●データ提出加算 1・3    ( デ ー タ 提 ) 第 1 1 9 号  

「DP C 導入の影響評価に係る調査」に参加し、DP C デー タを提出しています。 

●外来在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）  （ 外 在 ベ ） 第 2 5 5 号  

 上記評価料により算定される 金額を用いて、職員の 賃上げを 行います。 

●入院ベースアップ評価料  （ 入 ベ 1 9 ）  第 1 号  

 上記評価料により算定される 金額を用いて、職員の 賃上げを 行います。 

 

当病院の病室は 下記のとおりとな っております。 

・1 人部屋 5 室 ・2 人部屋  1 室 ・ 3 人部屋 6 室 ・4 人部屋 3 9 室 

※1 人部屋 5 室の うち 3 室は特別室(2 階旧館特 1 号室・3 階新館特 1 号室・3 階新館特 2 号室)と

なっており、ユニ ットバ ス・トイ レ・ 応接セット ・ 冷蔵庫・テレビ ・ロ ッカー 付きです。ご利用の 場合は 別

途申し込みが必要です。尚、特室の利用料は 1 日 5 , 5 0 0 円(消費税込)とな っております。 

 

令和 8 年 1 月 1 日作成 

 


